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募
集
募
集
募
集
（
職
員
・

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
な
ど
）

（
職
員
・

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
な
ど
）

（
職
員
・

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
な
ど
）

介
護
認
定
調
査
員（
嘱
託
職
員
）

勤
務
日
・
時
間
月
〜
金
曜
日
の
う

ち
４
日
間
の
８
時
45
分
〜
17
時（
週

29
時
間
）　

内
容
要
介
護
認
定
調

査　

対
象
昭
和
26
年
４
月
２
日
以

降
に
生
ま
れ
、介
護
支
援
専
門
員

資
格
を
有
す
る
方　

募
集
人
数
若

干
名　

賃
金
月
額
18
万
５
０
０
円

（
ほ
か
に
交
通
費
、期
末
割
増
賃
金

を
支
給
。社
会
保
険
、雇
用
保
険
へ

加
入
）　

採
用
期
間
10
月
２
日
〜
平

成
19
年
３
月
31
日　

※
９
月
26
日

㈫
に
面
接
試
験
あ
り　

申
込
み
９

月
22
日
㈮
ま
で
に
写
真
を
張
っ
た

履
歴
書
と
資
格
証
の
写
し
を
持
っ

て
高
齢
介
護
課
へ
内
線
１
５
５
５

学
校
給
食
セ
ン
タ
ー
の
臨
時
職
員

勤
務
時
間
８
時
30
分
〜
17
時　

勤

務
場
所
第
一
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー

職
種
栄
養
士（
学
校
、病
院
な
ど
集

団
給
食
の
経
験
者
）　

勤
務
開
始
日

10
月
５
日
㈭　

申
込
み
９
月
22
日

㈮
、17
時
必
着
で
履
歴
書
と
資
格
証

情報ガイド情報ガイド情報ガイド情報ガイド

暮

ら

す

暮

ら

す

暮

ら

す

保
健
セ
ン
タ
ー

☎
２
９
５
９
‐
５
８
１
１

◆
65
歳
以
上
の
方
の
健
康
診
査
が

 

始
ま
り
ま
す

　

今
年
か
ら
、お
知
ら
せ
通
知
に

「
生
活
元
気
度
チ
ェ
ッ
ク
」を
追
加

し
ま
し
た
。こ
れ
は
、介
護
予
防
を

目
的
と
し
、日
常
の
活
動
状
況
を
把

握
す
る
も
の
で
す
。事
前
に
記
入

し
、受
診
時
に
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

期
間
11
月
30
日
㈭
ま
で　

場
所
市

内
指
定
医
療
機
関　

対
象
65
歳
以

上
の
方（
今
年
度
65
歳
に
な
る
方

を
含
む
）　

※
該
当
者
に
は
８
月

下
旬
に
通
知
を
郵
送
済
み　

問
合

せ
保
健
セ
ン
タ
ー
へ

◆
介
護
を
し
て
い
る
ご
家
族
も

健
康
診
査
の
受
診
を

　

家
族
の
在
宅
介
護
の
た
め
、健
康

診
査
の
受
診
が
困
難
な
方
を
対
象

に
健
診
を
行
い
ま
す
。事
前
に
申

込
み
が
必
要
で
す
。

期
間
11
月
30
日
㈭
ま
で　

場
所
市

内
指
定
医
療
機
関
、保
健
セ
ン
タ
ー

対
象
市
内
在
住
で
要
介
護
度
４
以

上
の
家
族
を
自
宅
で
介
護
し
て
い

る
30
歳
以
上
の
方　

申
込
み
保
健

セ
ン
タ
ー
へ

10
月
16
日
〜
22
日
は
行
政
相
談
週
間

特
設
合
同
行
政
相
談
所
を
開
設

日
時
10
月
20
日
㈮
、10
時
〜
15
時

（
受
付
け
は
14
時
30
分
ま
で
）　

場

所
中
央
公
民
館　

内
容
行
政
、人
権
、

法
律
、税
金
、交
通
事
故
、日
常
生
活

の
困
り
ご
と　

相
談
員
行
政
相
談

委
員
、人
権
擁
護
委
員
、弁
護
士
、

税
理
士
、交
通
事
故
相
談
員　

問
合

せ
市
民
相
談
室
へ
内
線
１
１
４
１

排
水
設
備
工
事
の

責
任
技
術
者
試
験

試
験
日
11
月
19
日
㈰　

場
所
飯
能

第
一
中
学
校　

※
試
験
は
２
年
に

一
回　

申
込
み
10
月
２
日
㈪
〜
13

日
㈮
に
登
録
を
受
け
る
市
町
村
の

下
水
道
担
当
課
へ　

問
合
せ
下
水

道
業
務
課
へ
内
線
２
７
２
２

不
用
品
の
登
録
制
度

譲
り
ま
す
▽
ド
ラ
イ
ブ
ボ
ッ
ク
ス

（
大
型
犬
用
）▽
タ
イ
ヤ（
ア
ル
ミ

ホ
イ
ー
ル
付
き
・
４
本
）▼
地
球
儀

▼
ベ
ビ
ー
布
団（
一
式
）▼
折
り
た

た
み
式
パ
イ
プ
ベ
ッ
ド（
シ
ン
グ

ル
）▼
蚊か

帳や
（
麻
１
０
０
％
）◇
授

業
用
の
時
計（
模
型
）◇
ホ
ワ
イ
ト

ボ
ー
ド（
足
付
き
）◇
水
槽
◇
自
転

車（
子
ど
も
用
・
24
イ
ン
チ
）◇
洋
画

（
抽
象
画
）◇
ケ
ー
ジ（
中
型
犬
用
）

譲
っ
て
く
だ
さ
い
▼
自
転
車（
女
児

用
）▼
卓
球
台（
公
式
用
）▼
物
干
し

台（
庭
用
）▼
三
段
ベ
ッ
ド（
木
製
）

◇
テ
レ
ビ（
14
イ
ン
チ
程
度
）◇
柔

道
着（
男
子
・
Ｌ
サ
イ
ズ
）◇
ぶ
ら

下
が
り
健
康
機
◇
ロ
ッ
ク
ミ
シ
ン

※
▽
は
有
料
、▼
は
無
料
、◇
は
応

相
談
。利
用
は
市
内
在
住
の
方
に

限
り
ま
す
。交
渉
は
本
人
同
士
で

行
い
、ト
ラ
ブ
ル
の
際
も
対
処
し

て
く
だ
さ
い
。有
効
期
限
は
６
か

月
で
再
登
録
も
で
き
ま
す
。な
お
、

掲
載
し
て
い
る
以
外
に
も
不
用
品

は
あ
り
ま
す　

問
合
せ
・
登
録
月

〜
土
曜
日
、９
時
〜
15
時
30
分（
祝

日
を
除
く
）に
不
用
品
登
録
専
用

電
話
へ
☎
２
９
５
４
‐
４
９
５
３

狭
山
市
商
工
祭
の
出
店
者

日
時
10
月
29
日

㈰
、９
時
30
分
〜

15
時
30
分（
雨
天

決
行
）　

場
所
狭

山
稲
荷
山
公
園

対
象
市
内
の
商

業
者
、事
業
所　

区
画
数
50
区
画

（
一
区
画
３
・
６
ｍ
×
２
・
７
ｍ
、多

数
は
抽
選
）　

費
用
一
店
舗
８
千
５

０
０
円　

常
設
備
品
机（
75
㎝
×
１

８
０
㎝
）２
台
、い
す
４
脚
、電
灯
１

個
、電
源
１
口（
追
加
は
別
途
費
用

が
必
要
）　

申
込
み
９
月
25
日
㈪

ま
で
に
申
込
用
紙（
商
工
課
、狭
山

商
工
会
議
所
に
用
意
）と
費
用
を
持

っ
て
狭
山
商
工
会
議
所
へ　

問
合

せ
商
工
課
内
線
２
５
５
１
か
同
会

議
所
へ
☎
２
９
５
４
‐
３
３
３
３

の
写
し
を
同
給
食
セ
ン
タ
ー（
〒
３

５
０
‐
１
３
２
０ 

広
瀬
東
３
‐
32

‐
１
）へ
☎
２
９
５
４
‐
２
４
１
４

保
育
所
の
臨
時
職
員

　

公
立
保
育
所
９
施
設
で
勤
務
す

る
保
育
士
を
募
集
し
ま
す
。臨
時

職
員
と
し
て
登
録
し
た
方
を
空
き

が
生
じ
た
時
点
で
採
用
し
ま
す
。

勤
務
時
間
８
時
30
分
〜
17
時（
７
時

〜
19
時
の
時
差
勤
務
あ
り
）　

申

込
み
履
歴
書
と
資
格
証
の
写
し
を

持
っ
て
保
育
課
へ
内
線
１
５
３
１

子
育
て
プ
レ
イ
ス
新
狭
山
の

臨
時
職
員

勤
務
日
・
時
間
週
４
日
の
９
時
30
分

〜
16
時
30
分　

内
容
乳
幼
児
の
子

育
て
ア
ド
バ
イ
ス
、遊
び
の
指
導
な

ど　

対
象
保
育
士
資
格
を
有
す
る

方　

勤
務
開
始
日
11
月
１
日
㈬　

※
面
接
あ
り　

申
込
み
９
月
26
日

㈫
ま
で
に
履
歴
書
と
資
格
証
の
写

し
を
持
っ
て
乳
幼
児
情
報
セ
ン
タ

ー
へ
☎
２
９
５
８
‐
１
１
５
５
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市
立
幼
稚
園

　

通
園
区
域
を
設
け
ず
に
受
け
付

け
ま
す
が
、応
募
が
定
員
を
超
え

た
場
合
は
、下
表
に
あ
る
対
象
地

域
の
方
と
入
曽
・
堀
兼
・
奥
富
地
区

の
方
を
優
先
し
ま
す
。こ
れ
は
、入

曽
・
堀
兼
・
奥
富
幼
稚
園
の
３
園
が

平
成
19
年
３
月
末
に
廃
止
す
る
予

定
で
あ
る
た
め
で
す
。

保
育
時
間
月
〜
金
曜
日
、８
時
50
分

〜
14
時　

対
象
市
内
に
住
民
登
録

（
外
国
人
登
録
を
含
む
）を
し
て
い

る
平
成
14
年
４
月
２
日
〜
15
年
４

月
１
日
生
ま
れ
の
幼
児（
年
長
の
み

の
１
年
保
育
も
受
け
付
け
）　

定

員
各
園
70
名（
多
数
は
抽
選
）　

申

込
み
11
月
１･

２
日（
水
・
木
）、９
時

30
分
〜
16
時
に
市
立
幼
稚
園（
募

集
要
項
は
10
月
16
日
〜
31
日
に
各

園
で
配
布
）へ

私
立
幼
稚
園

申
込
み
11
月
１
日
㈬
か
ら
各
私
立

幼
稚
園（
募
集
要
項
は
10
月
15
日

か
ら
各
園
で
配
布
）へ

問
合
せ
市
立
幼
稚
園
は
学
務
課
内

線
５
６
５
４
か
各
園
へ
・
私
立
幼

稚
園
は
各
園
へ

幼 

稚 

園

所 

在 

地

金
剛
幼
稚
園

☎
２
９
５
８
‐
０
４
２
２
水
野
４
６
１
‐
３

狭
山
富
士
見
台
幼
稚
園

☎
２
９
５
９
‐
５
４
９
４

富
士
見

２
‐
18
‐
28

狭
山
ひ
か
り
幼
稚
園

☎
２
９
５
２
‐
８
７
０
０
鵜
ノ
木
７
‐
18

し
い
の
み
幼
稚
園

☎
２
９
５
７
‐
１
２
０
１
北
入
曽
３
９
５

西
武
学
園
さ
や
ま
幼
稚
園

☎
２
９
５
８
‐
３
２
２
３
中
央
３
‐
11
‐
37

み
つ
ぎ
幼
稚
園

☎
２
９
５
３
‐
７
９
０
７
東
三
ツ
木
１
８
４
‐
１

狭
山
け
や
き
幼
稚
園

☎
２
９
５
３
‐
３
６
２
７

上
奥
富

１
０
４
２
‐
３

風
の
森
狭
山
台
み
ど
り
幼
稚
園

☎
２
９
５
７
‐
１
０
２
５

入
間
川

１
１
２
８
‐
７

武
蔵
野
短
期
大
学
附
属
幼
稚
園

☎
２
９
５
４
‐
２
５
２
１

上
広
瀬１
１
１
０

平
成
19
年
度

市
立
・
私
立
幼
稚
園

園
児
を
募
集

市
立
幼
稚
園

私
立
幼
稚
園

※
入
曽
・
堀
兼
・
奥
富
地
区
か
ら
市
立

幼
稚
園
に
通
園
を
希
望
す
る
保
護
者

の
方
は
、通
園
方
法
な
ど
、学
務
課
へ

ご
相
談
く
だ
さ
い

おひなさまの記念
にパチリ。カワイイ？
（富士見・土田真尋ち
ゃん・2歳11か月）

　

  

児
童
手
当
の
申
請
は

お
済
み
で
す
か

　

支
給
対
象
が
小
学
６
年
生
ま
で

に
拡
大
さ
れ
、所
得
制
限
も
緩
和

さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、４
月
に
さ
か

の
ぼ
っ
て
受
給
す
る
た
め
に
は
、

９
月
30
日
ま
で
に
申
請
が
必
要（
窓

口
受
付
は
９
月
29
日
ま
で
）で
す

の
で
、忘
れ
ず
に
手
続
き
を
し
て

く
だ
さ
い
。公
務
員
の
方
は
、勤
務

先
で
の
手
続
き
と
な
り
ま
す
。詳

し
く
は
お
問
い
合
せ
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
子
育
て
支
援
課
へ
内
線
１

５
３
６

　

  

ひ
と
り
親
家
庭
な
ど
へ
の

医
療
費
支
給
制
度

　

ひ
と
り
親
家
庭
の
児
童
や
保
護

者
が
医
療
保
険
制
度
で
医
療
に
か

か
っ
た
場
合
、支
払
っ
た
医
療
費

の
一
部
を
支
給
し
て
い
ま
す
。

対
象
母
子
家
庭
、父
子
家
庭
、父
母

の
い
な
い
児
童
の
養
育
者
家
庭　

※
所
得
制
限
あ
り　

問
合
せ
子
育

て
支
援
課
へ
内
線
１
５
３
４

　

  

ひ
と
り
親
家
庭
な
ど
に

就
学
支
度
金
を
支
給

　

県
で
は
、ひ
と
り
親
家
庭
の
児

童
が
中
学
校
へ
入
学
す
る
と
き
、

就
学
支
度
金
を
支
給
し
て
い
ま
す
。

対
象
母
子
家
庭
の
母
、父
子
家
庭

の
父
、ま
た
は
父
母
の
い
な
い
児

童
を
養
育
す
る
方
で
、平
成
19
年

4
月
に
中
学
校
へ
就
学
す
る
児
童

を
扶
養
す
る
市
町
村
税
非
課
税
世

帯
の
方（
生
活
保
護
受
給
世
帯
を

除
く
）　

支
給
額
児
童
一
人
当
た

り
１
万
円　

申
込
み
12
月
28
日
㈭

ま
で
に
申
請
者
の
通
帳（
郵
便
局

を
除
く
）を
持
っ
て
子
育
て
支
援

課
へ
内
線
１
５
３
４

　

  

ご
利
用
く
だ
さ
い

児
童
扶
養
手
当
制
度

　

父
親
の
い
な
い
家
庭
や
父
親
に

一
定
の
障
害
が
あ
る
家
庭
の
児
童

の
母
親
、母
親
に
代
わ
っ
て
児
童

を
養
育
す
る
方
に
手
当
て
を
支

給
し
て
い
ま
す
。な
お
、受
給
資
格

者
・
扶
養
義
務
者
の
所
得
が
一
定

額
以
上
の
場
合
は
、減
額
ま
た
は

支
給
さ
れ
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
は
そ
の
ほ
か
に
、支
給
の
対

象
と
な
ら
な
い
場
合
も
あ
り
ま
す

の
で
、詳
し
い
内
容
は
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

対
象
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

児
童（
18
歳
に
な
る
年
の
年
度
末

ま
で
）か
20
歳
未
満
の
障
害
が
あ

る
児
童
を
養
育
し
て
い
る
母
親
か

養
育
者
▼
父
母
が
離
婚
し
た 

▼

父
親
が
死
亡
し
た 

▼
父
親
に
重

度
の
障
害
が
あ
る 

▼
そ
の
他
の

理
由
で
父
親
と
生
計
を
別
に
し
て

い
る　

手
当
て
の
月
額
▼
児
童
１

人
…
４
万
１
千
７
２
０
円 

▼
２

人
…
４
万
６
千
７
２
０
円 

▼
３

人
め
以
降
…
一
人
に
つ
き
３
千
円

加
算　

問
合
せ
子
育
て
支
援
課
へ

内
線
１
５
３
４

情報ガイド情報ガイド情報ガイド情報ガイド

教
育
・
子
育
て
・
キ
ッ
ズ

教
育
・
子
育
て
・
キ
ッ
ズ

教
育
・
子
育
て
・
キ
ッ
ズ

幼 

稚 

園

対
象
地
域

入
間
川
幼
稚
園

☎
２
９
５
４
‐
３
１
０
２

入
間
川
地
区 

狭
山
台
幼
稚
園

☎
２
９
５
７
‐
７
０
９
８

狭
山
台
１
〜
４
丁
目 

新
狭
山
幼
稚
園

☎
２
９
５
２
‐
８
６
０
０

沢
、新
狭
山
１
〜
３
丁
目
、

東
三
ツ
木
、東
三
ツ
木
寄
り

の
加
佐
志
、西
部
団
地
、奥

富
地
区（
国
道
16
号
南
側
） 

柏
原
幼
稚
園

☎
２
９
５
３
‐
５
８
７
２

柏
原
地
区（
日
生
さ
や
ま

台
、霞
ヶ
関
、広
瀬
小
通

学
区
域
の
根
山
、工
業
団

地
日
高
線
の
柏
原
寄
り

の
水
富
地
区
を
含
む
） 

水
富
幼
稚
園

☎
２
９
５
２
‐
７
３
２
２

水
富
地
区（
日
生
さ
や
ま

台
、霞
ヶ
関
、広
瀬
小
通

学
区
域
の
根
山
、工
業
団

地
日
高
線
の
柏
原
寄
り

の
水
富
地
区
を
除
く
） 

子
育
て

子
育
て

子
育
て

子
育
て

子
育
て

子
育
て


